
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健幸ポイント事業」を実施します 
 

令和３年11月13日の市制施行30周年記念式典に併せて行った「健幸のまち」宣言の

趣旨にのっとり、「自らの健康は自らでつくる」という意識の醸成を図るとともに、

市民の一人一人が具体的な健康づくりに取り組む「きっかけ」を提供するため、下記

のとおり「健幸ポイント事業」を実施します。 

 

実施期間  

令和４年６月１日から５年１月31日まで 

対象  

18歳以上で、市内在住、在勤、在学の人 

参加方法等  

参加者に「健幸ポイント手帳」を配布して、日々、実践していく「ウオーキング」

や、市が主催する「健幸関連事業」（教室・検診等）への参加を通じて「健幸ポイン

ト」を獲得するもので、100 ポイントを達成した人に賞品を贈呈するなどをして、運

動の習慣化等を支援します。 

その他 

「健幸ポイント事業」の概要は別添のとおり 
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